
 学校でケガをして医療機関を受診した場合、医療費の給付があります。 

まだ申請していないケガがありましたら、保健室までお知らせください。 

 申請はケガをした日から２年間可能です。支給額は、総医療費の４割とな

ります。（支払額＋総医療費の１割（お見舞金）） 

 申請に必要な書類は保健室にありますので、必要な方はご連絡ください。

また、３年生については、３月３１日までにあったケガの申請は、本校からの

申請となります。申請が必要な方は保健室までご提出ください。 

３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

それぞれの進路に向けて新たな一歩を踏み出すために、 

心身ともに健康であることが大切です。 

１、２年生の皆さんも進級に向けて準備はできていますか 

規則正しい生活を送り健康な体で過ごしましょう。 

保護者の皆様、今年度も急なお迎えや電話連絡等、様々な場面で 

学校保健活動にご協力いただき、ありがとうございました。 

 

 

 

３年生は、卒業式までに返却します。進路先で記入することもありますのでしばらくは保管されることをお

勧めします。 

１、 ２年生は、２６日に返却しますので、必要な箇所を記入し、４月８日（水）に忘れずに提出してくださ 

い。 
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